
秀吉を支えた奉行たち 

 
水口岡山城主増田長盛と長束正家を中心に 

 

甲賀と豊臣政権 



Ⅰ 秀吉を支えた奉行たち 

「奉行」とは？ 

 

秀吉には、そのような、手とも足ともなって働く、秀でた人 

材が多く、万事について、秀吉の命を承って行動した。即ち、奉行 

と称するものがこれである。この奉行というものは、もとより、室 

町幕府の頃からあって、その制度も大略定まっていた。しかしなが 

ら、豊臣氏の場合は、卑賤の地位から興り、自力を以て乱世を平定 

したのであるから、奉行の制度なども、実際問題に即して出来上 

がったもので、可なりその趣を異にしている。  

     

      桑田忠親『豊臣秀吉研究』・角川書店・一九七五年 



「奉行」とは、主人の命令を「奉」り、ことを執り「行」う者のことである。 

つまり奉行には政策の決定権などなく、上位者の意向を忠実に実行するのが 

その職務である。また「奉行」がいる以上、これに命令を下す者が厳然と存在 

することを意味する。 

   三鬼清一郎「豊臣秀吉文書の概要について」 

          ・『名古屋大学文学部研究論集』史学四四・一九九八年 

∴「奉行」とは時々の課題に対応するため、秀吉の命をうけ 

て行動する家臣・家人 

           →「奉行」非制度的・属人的な存在 

 

史料的にいえば秀吉発給文書の末尾に 

「尚（猶）、○○・△△可申候･･･」と 

みえる「○○・△△」あるいは、 

「添状」（「副状」とも表記）の発給者 

こそが、「奉行」。 

 



秀吉「添状」の発給者･･･「奉行」の面々 

 ⅰ 天正11年～14年 

   蜂須賀正勝（小六・彦右衛門尉） 

   杉原家次（七郎左衛門尉） 

   黒田孝高（官兵衛尉・勘解由次官） 

   前田玄以（民部卿法印・徳善院） 

   浅野長吉（弥兵衛・弾正少弼） 

   増田長盛（仁右衛門尉・右衛門尉） 

   石田三成（佐吉・治部少輔） 

   長束正家（新三郎・大蔵大輔）  

   小西行長（弥九郎・日向守・摂津守） 

   大谷吉継（紀介・刑部少輔） 

 

 

 



   富田一白（半右衛門・左近将監） 

   宮部継潤 （善祥坊・中務卿法印） 

   木下吉隆（半介・大膳大夫） 

   施薬院全宗 

   石田正澄（弥三・木工頭） 

   片桐且元（助作・東市頭） 

   片桐貞隆（加兵衛・主膳正）  

   安国寺恵瓊 

   細井正成（新介・中務少輔） 

   安威守佐（五左衛門尉・摂津守） 

   尾藤知宣（甚左衛門尉・左衛門尉） 

   森 吉成（壱岐守） 

   森 高政（勘八・民部大輔） 

   森 重政（兵吉・兵橘・豊後守） 



ⅱ 天正15年～19年 

   前田利家（加賀宰相・羽柴筑前守） 

   細川〔長岡〕藤孝（兵部大輔・幽斎） 

   蒲生氏郷（会津少将） 

   蜂須賀家政（彦右衛門尉・阿波守） 

   戸田勝隆（三郎四郎・民部少輔） 

   中江直澄（二蔵・式部大輔） 

   杉原長房（弥兵衛・伯耆守） 

   山口正弘（甚兵衛・玄蕃頭） 

   早川長政（喜八郎・主馬首） 

   山中長俊（橘内・山城守） 

   木食応其 

ⅲ 天正20年～慶長3年 

   省略 

   

 三鬼清一郎「豊臣秀吉文書の概要について」・ 

   『名古屋大学文学部研究論集』史学四四・一九九八年をもとに  

 

 



 

 

「奉行」の序列 

 

① 前田玄以（一五四〇年生）  宮部継潤（生年？） 

② 浅野長吉〔長政〕（一五四八年生） 

③ 増田長盛（一五四五年生？）  石田三成（一五六〇年生）   

  富田一白（生年？）      大谷吉継（生年？） 

④ 長束正家（一五六二年生？） 

⑤ 木下吉隆（生年？） 

⑥ 山中長俊（一五四七年生） 

   

   谷 徹也「豊臣氏奉行発給文書考」 

                ・『古文書研究』・二〇一六年 



Ⅱ 秀吉政権と近江 

山崎合戦・清須会議後 

 安土･･･三法師 

 犬上郡佐和山･･･堀秀政 

 滋賀郡坂本･････丹羽長秀 

 坂田郡長浜･････柴田勝家 

        （城代・柴田勝豊） 

 

賤ヶ岳・北之庄合戦後 

 滋賀郡坂本･･･杉原家次 

          → 浅野長吉 

 滋賀郡瀬田･･･浅野長吉 

          → 一柳直末 

 高島郡大溝･･･加藤光泰 

 犬上郡肥田･･･長谷川秀一 

 蒲生郡日野･･･蒲生氏郷 

 



  
関白秀吉の誕生（天正一三年七月） 

          と秀長領・秀次領の設置 

 秀長領（大和郡山） 

   和泉・紀伊 → 大和・紀伊・伊賀の一部 

 

 秀次領の設置と宿老中の配置 

       ・天正一三年（一五八五）閏八月 

   秀次領（近江八幡）･･･近江国内所々二〇万石 

   宿老当知行･･･二三万石 

                   湖東から美濃・伊勢にかけて設置 

   



豊臣家系図・藤田恒春編『増補 駒井日記』 



秀次の宿老中 

    中村一氏･･･甲賀郡水口  

         →駿河府中 17万5000石 

  堀尾吉晴･･･犬上郡佐和山  

         →遠江浜松 12万石 

  山内一豊･･･坂田郡長浜  

         →遠江掛川   5万石    

  田中吉政･･･蒲生郡八幡（留守居）   

         →三河岡崎   5万7400石  

  一柳直末･･･美濃大垣 

                                  ※関東平定戦で戦死             

                                                                    

                池田照政 三河吉田   15万2000石 

                （※中村一氏と義兄弟） 

                渡瀬繁詮   遠江横須賀  3万石          

 

    藤田恒春『豊臣秀次』・吉川弘文館・二〇一五年 

 



湖西の状況 

 坂本廃城 → 大津城 

   ～天正一七年 浅野長吉･･･若狭へ移封 

          増田長盛･･･水口へ移封 

   天正一九年～ 新庄直頼･･･摂津高槻へ移封 

   文禄四年～  京極高次 

  

 高島郡大溝城 

    天正一三年～ 生駒親正･･･讃岐へ移封 

           天正一五年～ 京極高次･･･近江八幡へ移封 

    天正一八年～ 織田三四郎      



天正一八年（一五九〇）関東・奥羽平定＝徳川家康の関東移 

           → 尾張・三河・遠江＝秀次・秀次宿老領 

秀次移封後の近江 

  近江における秀次・宿老領 → 秀吉直轄領？  

   石田三成：佐和山城領＋犬上・坂田・美濃の代官支配 

                  ※三成の本拠は美濃国神戸？ 

   長束正家：長浜城領の代官支配？ 

   増田長盛：甲賀郡水口への移封と周辺直轄地の代官支配？ 

     

   野洲・甲賀・蒲生郡に徳川家康の「在京賄料」九万石が設置 

 

秀次の関白就任 天正一九年（一五九一）一二月  

  近江の直轄領も「関白領」として秀次に移譲 

    例；増田長盛支配下の甲賀・神崎郡内の直轄地 

      湖南の旧小野木重次（縫殿助）代官地 

      八幡山から愛知郡など美濃へのルート 

      高島郡・栗太郡に散在する直轄地                   

                   典拠：『八日市市史』近世編 



太閤秀吉と関白秀次 

  太閤様御蔵入御算用方之儀、被聞召候、就其 関白様御蔵入御算用之儀、如何様ニ被仰付   

   候哉、被聞召度候、被入御念候様ニと被 思召候条、被得 御諚候而、様体可被仰下候、 

   随其可申上候、恐々謹言、 

                      三月廿日                 長束大蔵大輔 

                      増田右衛門尉 

                                民部卿法印 

                              駒井中務少輔殿 

         益庵 御宿所                          （『増補 駒井日記』文禄三年三月廿日
条） 

           

文禄四年（一五九五）「秀次事件」 

  犬上郡佐和山･･･石田三成 

    甲賀郡水口･････増田長盛 大和郡山へ移封 

            → 長束正家      

 



Ⅲ 豊臣秀次と中村一氏 
中村一氏（孫平次・式部少輔） 

  生年・出自：不明 尾張中村出身？ 

           近江甲賀郡瀧村出身？ 

  正室：池田恒興の娘  

   

  天正元年（一五七三） 

     ～五年頃 近江長浜領内で200石 

  天正一一年（一五八三） 

     和泉岸和田城主 

  天正一三年（一五八五） 

     近江水口へ転封･･･秀次宿老となる 

       ･･･水口岡山での築城 

  天正一八年（一五九〇） 

     駿河府中へ転封 

   

  慶長五年（一六〇〇）七月死去 

  関ヶ原合戦後 嗣子一忠が伯耆米子へ転封    



水口岡山城 



Ⅳ 水口拝領に至る増田長盛 
  

  出自：尾張中島郡？ 近江坂田郡？ 

      生年：不詳  

        天文一四年（一五四五）説あり 

   天正七・八年八月二十五日付 

    服屋彦太郎（尼子旧臣）充て書状 

                  ･･･初見？ 

             天正一一年（一五八三）頃から 

    木村吉清（生年不詳）・ 

        石田三成（永禄三・一五六〇年生） 

          と、対上杉交渉ついで、常陸佐竹氏の奏者として活躍      

   同じ頃 

    石田三成と連署して、本願寺へ書状発給  

   年次不詳 

    「尼崎普請」を担当 

 



天正一七年（一五八八） 

    富永之郷給人衆年貢被納様、非分之出入有之迷惑之由、御訴訟申来候間、自先規御法度  

        之様体、田中兵部大輔方へも先度申遣候、 

     一、納枡者、先年可為御判之枡候、然者壱石付而弐升之口米之外、少も外ニ役米有之間敷事、 

     一、井料河せき道へり、如先規下行候様に給人衆へ可相理候、並大豆作之下地、其大豆可令納
所  

             事、 

     一、人夫之儀、是又如先規たるへく候、次御年貢米、其在所之政所に而、其百姓手前々々可相
計   

            候、 

      若枡取之上手を雇、不相届儀於有之者、可為曲事候也、 

                十月十六日    右衛門尉 長盛 判 

                                       治部少輔 三成 判 

        江州伊香郡富長庄    百姓中                          （「光照寺文書」・『東浅井郡誌』
所収） 



関東・奥羽平定戦を前に瀬戸内海域の「船手」衆を管轄 

 

   北条事、致表裏不届次第、無是非候、然者来春被成御動座、可被加御誅伐候、御先勢従正月被 

    相立候、其方儀人数六百召連、為船手自身可相動候、然者二月中至伊勢・志摩令着岸、舟共相 

    揃、九鬼大隅守為案内者之条、於彼地行等可相談候、猶浅野弾正少弼・増田右衛門尉可申候也、  

                   十二月五日（秀吉朱印） 

         加藤左馬助とのへ 

   

   ほかに、来島通総充て、菅達長充てと考えられるものが確認 

 

天正一八年（一五八九） 

  関東・奥羽平定戦 「五百騎」「四百人」を率いて従軍 

                 二万石か三万石程度の大名？ 

  小田原攻めでは秀吉の側近 → 奥羽・岩城氏の「指南」 

                 安房・里見氏の「指南」 

                                                                                ･･･ 十月下
旬まで在安房 



Ⅴ 増田長盛の水口拝領と長束正家の台頭 

増田長盛の水口拝領 

 天正一八年（一五八九） 

 上甲賀、中村式部少輔当知行分儀者、増田右衛門尉ニ可引渡候、其外下甲賀明所 

      之分者、為両三人御代官可仕候也、 

      十月廿五日  （秀吉朱印） 

            田辺入道とのへ 

           寿得 

           長束藤三とのへ                  （『豊臣秀吉文書集』四・三四九一号） 

       

                                             ← おそらく、安房滞在中に水口転封が
決定 

   

      ※天正一九年頃の「今度御知行御取り候かたがたの事」 

                       一、三まん石 こうがのしろつきの事、    

                                                                                                          （「前川道平氏
所蔵文書」） 



長束正家の台頭 

 出自：本姓「水口」？ 栗太郡長束出身？ 

              尾張国出身説もあり 

   生年：永禄五年（一五六二）？ 

    元来 丹羽長秀の家臣 

   天正一三年（一五八五）長秀の死後？ 秀吉に転仕 

   天正一五年（一五八三） 

    九州平定戦に際し、 

      宮木〔宮城〕豊盛（長次郎）と兵粮米の出納を差配 

                         『永運院文書』   

   天正一八年（一五八九） 

    関東・奥羽平定戦 浅野・石田・大谷･･･各地の検地 

             山中長俊らとともに秀吉の側近として台頭 

                   



天正一九年（一五九一）の近江検地 

閏正月一三日付発令 

検地奉行：増田長盛・長束正家・小野木重次（縫殿助）・早川長政 

（主水正）・牧村利貞（長兵衛）・宮木豊盛（長次郎）・糟屋武則 

（内膳正）・片桐貞隆（主膳正）・八嶋久兵衛・吉田清右衞門ら 

 

特徴：「郡絵図」作成 

   田畠屋敷地の区分と上・中・下・下々等の等級付与、面積、 

   分米、名請人の把握 

   村の境界確定、郡域確定に主眼 

 

三月一一日付長束正家書状 

  一、浅井郡の絵図、其の地案内者に尋ね 

             合わされ、紙をひろくつぎ、在々村々 

             残らず書き付け給うべく候、知行の高 

             は此方帳これ在る事に候、村々までも 

             書き付け給うべく候、  

 
蒲生上郡今堀村指出の事 

 高頭、五百廿六石四斗二舛三合内 

    田方、弐百六拾四石六舛二合 

       屋敷方、拾八石五斗二舛七合 

    畠方、百七拾五石弐斗五舛二合 内  
               成物大豆・ひゑ也 

 
     四拾弐石三斗八舛   永荒 

   拾八石壱斗四舛一合  当荒 
   八石壱斗六舛        当開分 

     天正拾九年  

                        八月 

 



御前帳の調整 

太田浩司「宮部継潤宛 豊臣家四奉行連署状をめぐって」・『織豊期研究』第9号・二〇〇七年 



  
     

                         豊後国御検地目録 

  一、分米高 三万九千八百五十六石壱斗壱升  国東郡 

  一、分米高 弐万九千二百七十八石八斗壱升       速見郡 

        一、分米高 弐万七千百三十六石七斗                   海部郡 

        一、分米高 三万三千八百五石弐升                       大野郡 

        一、分米高 二万四千十四石八斗九升                   直入郡 

        一、分米高 壱万九千九百廿八石八斗五升           玖珠郡 

        一、分米高 二万二千四百廿五石五斗四升           日田郡 

  一、分米高 三万八千三百四拾石八斗九升     大分郡 

       以上 

   右、合廿三万四千七百九十弐石壱斗 

     此外、塩高 千三百廿八石壱斗弐升 

   右、米・塩之都合 廿三万六千廿石弐斗弐升   

                右内、三千九百四石六斗九升 荒地在之 

 

                                                               羽柴豊後侍従 

    天正十九年辛卯八月吉日              吉統 

                                増田右衛門尉殿 

 



朝鮮出兵期の増田長盛と長束正家 

広島県立歴史博物館所蔵文書 



太田秀春『朝鮮の役と日朝城郭史の研究』・清文堂・２００５年 

 
「朝鮮三奉行」 

  増田長盛・石田三成・大谷吉継 

名護屋の秀吉側近 

木下吉隆・石田正澄・長束正家・ 

山中長俊ら 



Ⅵ 秀吉家臣団の中核として 

太閤秀吉と関白秀次との対立下 

  北関東・佐竹領検地 石田三成 増田長盛 

  南九州・島津領検地 石田三成 

  越後上杉領検地   増田長盛  

藩政史研究会編『藩制成立史の綜合研究 米沢藩』・吉川弘文館・一九六三年 



「秀次事件」･･･文禄四年の政変 

 

山陽新聞社編『ねねと木下家文書』・一九八二年  





尾張清須豊臣家・大和郡山豊臣家の消滅 

  

 石田治部少輔ヘハ、江州ニテ三十万石ノ知行 

 被与之、増田右衛門尉へ郡山ノ城被下、当国 

 ニテ廿万石被下可哉云々 

             （『多門院日記』） 

 

             将亦、今度治部少御知行一かと拝領申候、御 

             前仕合無残所候、可御心安候、京都諸司代、 

             増田殿・治部少ニ被 仰付候 

               増田長盛･･･上京 石田三成･･･下京担当 

                     （文禄四年八月十六日付相良頼房充書状） 





慶長三年・越前検地 

□□□検地相済、廿日ニ長大・山玄、其外検地奉行之衆不残上洛候、
長大・山玄廿三日□□□被罷出候、越前之中十八国、出分在之由候、 

 
            『相国寺蔵 西笑和尚文案』・慶長三年七月二四日付書状案） 



Ⅶ 秀吉没後の状況  

秀吉没後の「公儀」 

  

五奉行 → 四奉行 → 三奉行 

 
     ･･･「関ヶ原」合戦へ 

真田宝物館所蔵「真田家文書」 


